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登記情報提供サービスの利用料金（介護施設・事業所の場合）

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

登記情報提供サービスの利用に際しては、登録利用における登録費用と、照会番号の発行のための利

用料金がかかります。

※１
・利用料金は、いずれも協会手数料（１２円）を含む１件当たりの利用料金です。協会
手数料には、消費税及び地方消費税が含まれています。利用料金から協会手数料を
除いた金額は、登記手数料令第１３条により国に納入する登記手数料（預り金）です。
・（ ）内の料金は、消費税不課税対象者（利用者の住所等が日本国外にある場合に、
消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方）の利用料金です。
・利用料金には、利用者の方が使用するパソコン等をインターネットに接続するため
に必要なプロバイダーの手数料や回線使用料などは含まれておりません。
【追加】
・照会番号は1つの登記情報ごとに発番され、同一物件について最大10個まで同時
に取得することができます（請求する照会番号1個につきご利用種別に応じた利用
料金相当額がかかります。なお、請求する照会番号が1個の場合は、登記情報1件の
確認と同じ利用料金となります。）ので、複数の行政機関等にオンライン申請等をす
る場合は、その数だけ照会番号を取得してください（既に申請に使用した照会番号
は、100日間有効期間内であっても他の申請には使用できません。）。

出所）登記情報提供サービス サービス概要

（https : //www1. touk i .o r . jp/serv ice/ index.html#serv ice _05 閲覧日：令和5年3月1日）
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⚫ 3.1 ログイン～申請・届出

⚫ 3.2 申請・届出結果の確認

3. 電子申請・届出
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申請・届出のフロー

3.1 ログイン～申請・届出

電子申請届出システムへログインし、申請内容の入力・登録を行ってください。

必要に応じて、申請・届出の状況を確認することもできます。

新たにGビズIDを発行して申請する場合は、3週間～1か月程度を必要期間の目安としてください。

申請・届出のフロー 必要推定期間

⚫ メニュー画面から申請・届出の内容やステータスを確認できます。
申請・届出の状況
確認

-

⚫ 入力・登録した内容に間違いがないか、提出前に確認してください。

⚫ 問題ないことを確認したら、申請してください。
内容の確認・申請

⚫ 申請・届出先や様式・付表の内容を入力してください。

⚫ 申請・届出に必要な添付書類をアップロードしてください。

※ P.33の添付書類の準備についてをご参照ください。

申請内容の入力・
登録

⚫ メニュー画面からご利用する申請・届出を選択してください。
申請・届出メ
ニューの選択

⚫ 1週間

※必要な添付

書類によって

必要期間は

異なります。

STEP5

STEP4

STEP3

STEP2

⚫ 電子申請届出システムへログインしてください。

⚫ ログインに当たり、GビズIDをご用意ください。発行がまだの方はP.11～のアカウント

作成方法をご参照ください。

⚫ 初回ログイン時はアカウント登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録を行っ

てください。

ログイン

⚫ 2週間

※GビズIDを

新たに発行

する場合

STEP1
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（参考）電子申請届出システム 操作マニュアル

3.1 ログイン～申請・届出

詳細の操作方法は操作マニュアルを参照してください。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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申請・届出のステータス

3.2 申請・届出結果の確認

ステータス 説明

申請（届出）済、未受付 • 申請・届出情報を提出した状態です。
• このステータスの場合、提出の取下げをすることが可能です。

受付中 • 指定権者が申請・届出情報を受付開始した状態です。
• このステータスの場合、申請・届出情報の取下げはできません。

受付済 • 指定権者が申請・届出情報を「受付済」にした状態です。
• 提出した申請・届出情報について問題がないと判断され、一連の処理を終えた状態です。
• 電子ファイルあるいは書面で結果通知書が発行されます。

差戻し • 指定権者が申請・届出情報を「差戻し」にした状態です。
• 指定権者のコメントを確認し、提出内容の修正を行ったうえで再申請等の対応を行ってください。

却下 • 指定権者が申請・届出情報を「却下」した状態です。
• 指定権者のコメントを確認し、必要な対応を行ったうえで、新たに申請・届出を作成して提出してください。

提出後、申請・届出のステータスを確認してください。「受付済」の場合は結果通知書が発行されます。

「差戻し」「却下」の場合は申請・届出内容を見直すなど、必要な対応を行ってください。
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申請・届出状況の確認方法

3.2 申請・届出結果の確認

電子申請届出システムへログインし、「申請届出状況確認」をクリックしてください。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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申請・届出状況の確認方法

3.2 申請・届出結果の確認

「検索する」ボタンをクリックする
ことで申請・届出が表示されます。

検索条件を入力・選択して「検索する」ボタンをクリックすると該当する申請・届出情報が

「検索する」ボタンの直下に表示されます。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

※本システムにログインする際に使用した Gビズ IDアカウントの種類が「 gBiz IDプライム」の場合には、配下の「gBizIDメンバー」が作成した申請・届出情報も表示されます。
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申請・届出状況の確認方法

3.2 申請・届出結果の確認

「申請届出ステータス」の欄で、申請・届出のステータスと対応事項を確認してください。

• 「一時保存」ステータス：「再開」ボタンをクリックすることで申請・届出入力の再開が行えます。

• 「申請(届出)済、未受付」ステータス：「取下げ」ボタンをクリックすることで一時保存状態となり、申請・届出情報の内容を修正することができます。

• 「受付中」ステータス：「受付中」の間に介護施設・事業所で行えるのは、「申請届出詳細」での内容の確認のみとなります。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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申請・届出状況の確認方法

3.2 申請・届出結果の確認

「申請届出ステータス」の欄で、申請・届出のステータスと対応事項を確認してください。

• 「差戻し」ステータス：再申請を行う場合は、「再申請」ボタンをクリックして、「申請・届出先の選択」画面に遷移し作業を行います。

• 「受付済」ステータス：申請・届出情報を指定権者が確認した結果、申請届出内容が問題ないと判断された状態となります。

• 「却下」ステータス：「却下」となった申請・届出情報は再申請することはできません。必要な対応を行ったうえで、新たに申請・届出を作成して

提出してください。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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⚫ 4.1 G-Biz IDの参考情報

4. その他
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法人変更等の取り扱い

4.1 G-Biz IDの参考情報

出所）電子申請届出システム ホームページ「電子申請届出システムの利用にあってのGビズ IDの運用について ver1 .01 」

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/operat ion _G ビズ ID _1 _01 .pdf、令和５年２月10日閲覧）
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法人変更等の取り扱い

4.1 G-Biz IDの参考情報

出所）電子申請届出システム ホームページ「電子申請届出システムの利用にあってのGビズ IDの運用について ver1 .01 」

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/operat ion _G ビズ ID _1 _01 .pdf、令和５年２月10日閲覧）
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法人変更等の取り扱い

4.1 G-Biz IDの参考情報

出所）電子申請届出システム ホームページ「電子申請届出システムの利用にあってのGビズ IDの運用について ver1 .01 」

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/operat ion _G ビズ ID _1 _01 .pdf、令和５年２月10日閲覧）
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